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衆
議
院
議
員
松
澤

人
君
提
出
政
令
第
二
百
一
号
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 



四 

地
方
公
共
団
体
の
本
質
及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
う
公
営
事
業
が
各
地
方
公
共
団
体
の
具
体
的
特
殊
性
に
基
い
て
運
営

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
公
共
企
業
体
に
切
替
え
る
こ
と
を
法
律
を
も
つ
て
一
律
に
規
整
す
る
こ
と
は
適
当
で
な

い
と
考
え
る
。 

三 

地
方
公
共
団
体
が
行
う
公
営
事
業
に
従
事
す
る
地
方
公
務
員
に
関
す
る
右
の
法
律
中
、
労
働
関
係
を
規
律
す
る
部
分
に

つ
い
て
は
労
働
省
を
主
管
官
庁
と
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。 

一 

地
方
公
務
員
の
身
分
、
服
務
、
労
働
関
係
等
に
関
す
る
法
制
化
に
つ
い
て
は
目
下
研
究
中
で
あ
り
、
右
法
律
制
定
の
曉

に
は
政
令
第
二
百
一
号
は
廃
止
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

二 

右
の
立
法
に
当
つ
て
は
、
一
般
行
政
に
従
事
す
る
地
方
公
務
員
と
地
方
公
共
団
体
が
行
う
公
営
事
業
に
従
事
す
る
地
方

公
務
員
と
は
、
従
事
す
る
業
務
の
性
質
上
、
そ
の
取
扱
い
を
別
個
に
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
の
線
に
副
つ
て

研
究
中
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
松
澤

人
君
提
出
政
令
第
二
百
一
号
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

四 

な
お
、
公
営
事
業
に
従
事
す
る
地
方
公
務
員
の
服
務
、
労
働
関
係
等
に
関
す
る
法
制
化
に
当
つ
て
は
、
公
営
事
業
の
能

率
的
運
営
を
確
保
し
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
よ
う
目
下
研
究
中
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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